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地球温暖化の防止を目指す
ーＣＤＭとＪＩの推進に向けてー

平成１４年１０月１６日

（財）地球産業文化研究所

木村耕太郎
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１．京都議定書を巡る交渉経緯と発効の見通し

２．国内対策

３．排出量取引（ＥＴ）と共同実施（ＪＩ）

４．クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）
•仕組
•実施に向けた国際検討状況
•米国離脱の影響とCER価格の見通し
•リスクとその対策

５．第二約束期間におけるスキーム

６．結論
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交 渉 経 緯

ＣＯＰ４ ブエノスアイレス行動計画

ＣＯＰ５ ほとんど進展なし。

ＣＯＰ６ 合意に達せず、かろうじて「中断」の
形で収拾。その後米国の離脱表明

ＣＯＰ６-PartⅡ ボン合意

ＣＯＰ７ マラケシュアコード

ＣＯＰ８（10/23～11/1，ニューデリー）
ＣＤＭ運営機関の指定
小規模ＣＤＭプロジェクト（ＳＳＣ）の簡略手続の
採択

3

京都議定書発効の見通し

発効要件

以下の両方の条件を満たした後、９０日後に発効

① ５５ヶ国以上の国が締結

② 1990年のCO2排出量の少なくとも55%以上を
占める附属書Ⅰ諸国による締結

締結状況（2002年９月27日現在）
８４ヶ国 37.1%

主な未締結国 不参加表明

米国 36.1% ロシア17.4% カナダ 3.3%
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 2.1% ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 0.2% ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ 3%
ロシアの動向がカギ
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02／9／27現在
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ロ シ ア
経済低迷から第一約束期間の排出量は１９９０年を大幅に
下回ることが予想されている。
（第三次国別報告書案は1990年ﾚﾍﾞﾙを20%下回り、30億
CO2ﾄﾝのhot airの発生を予想とのこと）
アメリカの離脱により排出量に対する需要も大幅に減少する
ことが予想されるが、第二約束期間にバンキングすることが
可能
ロシア内に京都メカニズムに対する期待が存在
◎ロシア国会環境委副委員長：
ロシアの対外債務のかなりの部分をCO2排出量を含め

た環境ｽﾜｯﾌﾟで帳消しにしたい。
◎ロシア政府交渉団：
単なる排出量取引でなく、技術移転、投資を伴うJIに興味

がある。
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エネルギー省がインフラ整備の財源として注目
① ＪＩ
② 排出量取引の収益を基に国内ファンド設立（Green Investment 
Scheme)の動き

ＥＵが hot air を購入するための口実か
◎経済開発貿易省が中心となり、京都議定書締結決定に向けアクション
プランを作成中
◎ＥＵ＝ロシアサミット共同宣言(2002.5.29)

We will make every necessary effort to ensure that the Kyoto 
Protocol becomes a real tool for solving the problems of global 
warming as soon as possible.
◎ｶｼｬｰﾉﾌ首相（9月3日WSSD一般演説） ：

京都議定書を批准するべく準備中であり、近い将来批准する
であろう。

◎ﾌﾟｰﾁﾝ大統領：
ゆくゆくは京都議定書を批准する意向であるが、専門家レベル
での課題が残っている。

順調にいけば本年末までには締結か

7

国内対策

地球温暖化対策推進本部で地球温暖化対策推進大綱を決
定(平成14年3月19日)。改正地球温暖化対策推進法に基づ
き策定される「京都議定書目標達成計画」の基礎となるもの

改正地球温暖化対策推進法は平成14年5月31日に成立。
6月7日交付。「国民の取り組みを強化するための措置の拡
充」の部分を除き、京都議定書発効日から施行。

◎ 京都議定書目標達成計画の策定（平成16年及び19年
における見直し）

◎ 地球温暖化対策推進本部の設置

◎ 森林整備等による温室効果ガスの吸収源対策の推進

◎ 京都メカニズムの活用のための制度の在り方の検討
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地球温暖化対策推進大綱の概要

基本的考え方
◎環境と経済の両立

◎ ｽﾃｯﾌﾟ･ﾊﾞｲ･ｽﾃｯﾌﾟのｱﾌﾟﾛｰﾁ（平成16年、
平成19年における対策の評価・見直し）

◎ 各界各層が一体となった取組の推進

◎地球温暖化対策の国際的連携の確保

9

温室効果ガス排出量の現状と今後の見通し

１億６５００万CO2トン必要追加削減量 （Ｄ）

（Ｂ） － （Ｃ）

11億５５００万CO2トン
京都議定書に定め

られた目標排出量 （Ｃ）

（Ａ） × 94％

１３億２０００万CO2トン
現行の施策を前提

とした２０１０年の （Ｂ）

排出量見通し

１３億１４００万CO２トン１９９９年排出量

１２億２９００万CO2トン１９９０年排出量 （Ａ）
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温室効果ガス別その他の区分ごとの目標

△ 6.0 ％
△ 1.6 ％京都メカニズム

△ 3.9 ％森林経営による吸収量

+ 2.0 ％HFC, PFC, SF6

△ 2.0 ％革新的技術開発、国民各界
各層の努力

△ 0.5 ％非エネルギー起源CO2
ＣＨ４，Ｎ２Ｏ

± 0 ％エネルギー起源CO2

11
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排出量取引

排出量取引は削減コストの平準化を通じて削減目標の達成
をより低いコストで実現できる仕組み。但し、我が国は第一
次石油危機以来十分な省エネルギー対策を推進しており、
限界削減費用が高くなっており、京都目標が12.5%削減であ
るにもかかわらず23%削減の国家目標を設定している英国
とは異なり、国内で余剰が発生する可能性はきわめて低く、
排出量の純輸入国と考えられる。

現在、英国をはじめ、いくつかの国で排出量取引が開始され
ており、ＥＵにおいても2005年の導入に向けて議論が行わ
れている。我が国はステップ･バイ･ステップ･アプローチを
採っており、当面本制度の導入は予想されず、高い制度リス
クが存在し、民間の自主的展開を期待することも困難。しか
しながら今後導入された場合に備えて学習機会を設けること
は必要。

13

このため、政府が2008年以前にAAUの一定割合を競売で
売却し、購入者は2008年以降AAUとしてそのまま保有する
か、落札価格で政府に買い取りを請求する仕組みを導入す
るのも一案。購入者は2008年以降の制度に伴うリスクを負
担する必要はなく、さまざまな主体がAAUを保有することに
なれば、将来の需要予想や思惑の変化に伴い、保有者間で
排出量取引が行われるものと思われる。また、政府にとって
も財政負担無しで学習機会を提供することが可能。

更に、国内での削減努力にインセンティブを与えるため第三
者認証を伴ったbaseline and credit方式を導入するのも有
効。今年度から試験的に実施。
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共同実施(ＪＩ)

附属書Ⅰ国間のプロジェクト、従ってＣＤＭと
は異なりゼロサムゲーム

ホスト国が参加資格を満たしているか否かに
より第一トラックと第二トラックがあり、第二ト
ラックはＣＤＭ類似

ホスト国はＫＰの締約国であることが必要で
あり、現在のところＫＰを批准しない意思を表
明しているオーストラリアは参加できない。

15

クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）

長所
2008年以前の早期実施が可能
非附属書 Ｉ 国の参加が可能

短所
Adaptation Fundへの2％の供出
事務コストのための供出（暫定措置として登録料
1６,000～28,000ＵＳドルの範囲で検討中）
手続きが複雑で、そのための費用負担が必要
（参考 PCFの例 ３６万ドル/プロジェクト）
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ＣＤＭに関する制限

◎ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
• 附属書Ⅰ国は原子力施設から得られるCERをKPの
削減義務達成に使用することを差し控える。

• 第一約束期間におけるシンクに関するＣＤＭプロ
ジェクトは植林、再植林に限定
詳細についてはＣＯＰ９で決定の予定

◎ＣＥＲ
• シンクに起因するCERの追加量は初期割当量の
１％以内

• 第二約束期間にバンキングできるCERは初期割当
量の2.5％以内

17

(Operational Entity)運営機関

指定運営機関

CDM理事会

ＣＯＰ／ＭＯＰ

信認(Acreditation)

指定(Designation)

(Designated 
Operational Entity)

CDMプロジェクトの流れ
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ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加者

ＣＤＭ理事会

指定運営機関

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加者

指定運営機関

ＣＤＭ理事会

ＣＥＲ

準備段階

有効化/登録
(Validation)(Registration)

モニタリング
(Monitoring)

検証/認証
(Verification)(Certification)

発行
(Issuance)

地元利害関係者

締約国（Parties）
利害関係者（stakeholders）
UNFCCが指定するNGO
（UNFCCC accredited NGOs）

（local stakeholders）

19

ＣＤＭの実施に向けた検討状況

京都議定書締約国会議
（COP/MOP）

ＣＤＭ理事会
（Executive Board）

小規模ＣＤＭパネル（ＳＳＣパネル）

小規模ＣＤＭプロジェクトの具体的な「簡易な手
続き」案を作成して、ＣＤＭ理事会に答申する

ＣＤＭ［運営機関］信認パネル（ＣＤＭ－ＡＰパネル）

運営機関（OE：Operational Entry）の信認、信認
の一時停止、信認取り消し、再信認について、 Ｃ
ＤＭ理事会に答申する

CDM(運営機関)信認ﾁｰﾑ（CDM-AT)

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ方法開発パネル（Methパネル）

ＣＤＭプロジェクト全般のルール（特にベースライ
ン設定とモニタリング方法）について案を作成し
て、ＣＤＭ理事会に答申する

諮問

諮問

（出所）環境省資料より抜粋
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COP7

SSCパネル
の設置合意

第1回会合
（5月3日）

第2回会合
（6月11日）

第3回会合
（7月2~3日）

SSCの「簡易な
手続き」案公開･
コメント受付

（8月9日~23日）

SSCの「簡易な
手続き」決定予定

UNFCC事務局
にOE信認手続き
の作成を要請

CDM-APの
設置合意

UNFCC事務局に
プロジェクト設計書
様式案の作成を要
請

Methパネル
の設置合意

第1回会合
（6月12日）

プロジェクト設計
書様式案公開･

コメント受付
（7月3~11日）

プロジェクト設計
書様式決定

（8月29日）

OE信認
手続き決定 OE信認審査開始

8月~
OE信認及び指定
（第1回）予定

引き続きOE
信認審査

引き続きベースライン設定、モニタ
リング方法等について検討

CDM-ATの
設置合意

21

小規模ＣＤＭパネル（ＳＳＣパネル）

ＣＤＭ［運営機関］信認パネル（ＣＤＭ－ＡＰパネル）

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ方法開発パネル（Methパネル）

各パネルによる検討状況については、以下のようになっている（2002年8月23日時点）

•議長・副議長を含めて１２人
日本からは（財）電力中央研究所の杉山大志氏がメンバーとなっている

これまでに３回の会合を開催済み

•小規模ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの具体的な｢簡易手続き｣案について、第5回CDM理事会に答申済み
ＣＤＭ理事会はCOP８に報告し、最終決定予定

•議長・副議長を含めて７人
日本からは（財）日本適合性信認協会の大坪孝至氏がメンバーとなっている

•第5回CDM理事会において、運営機関（ＯＥ）の信認手続きガイドライン、申請書類様
式等を決定済み

８月より運営機関（ＯＥ）の募集及び信認手続きを開始

COP８で1回目の運営機関（ＯＥ）の信認及び指定が行われる予定

•議長・副議長を含めて１２人
これまでに1回の会合を開催済み
•ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ設計書様式は、８月２９日に公開
•引き続きＣＤＭﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ全般のルール（特にﾍﾞｰｽﾗｲﾝ設定とﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ方法）について
検討を続けていく （出所）環境省資料より抜粋
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米国離脱の影響
米国の離脱により、理論上はhot airの移転のみでAnnex B諸国の不足分のほとんどは充足さ
れ、よりコストのかかるＣＤＭへの需要は低いと予想され、ロシアの市場に対する影響力は大き

くなるものと考えられる

５３５米国が８％の目標を達成
するために必要な量

３１８hot air

２５３米国を除くAnnex B諸国の
需要量

１,４５６１,７２８米国が８％の目標を達成するため
に必要な量

△１,２５６１５４米国を除くAnnex B諸国の需要量

厳しい政策実施の場合通常の政策実施の場合

出典 Rheinstein & Associates International

出典 O. Tanujaya

MT C/year
（2008-2012）

国内措置 0.08％

hot air 99.2  ％

MT CO2/year

23

Hot airの売却に制限を課した場合の効果
EIT sales 

51344.68 69716700

43243.60 37410437680

37172.86 7239504159

1300.55 00130239

001.00 00252252

Revenue
(US million 
＄)

Volume
(MTC/
year)

Revenue
(US million
＄)

Volume
(MTC/
year)

Dom. Action
Volume
(MTC/year)

JI 
Volume
(MTC/
year)

Price
(US＄/
TC)

CDM

Source: Olivia Tanujaya “CDM in the Global Carbon Market” November 2001, Pelangi, Indonesia
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カルテルの効果

75.84189625189625

44.46222350222350

24.39182975182975

12.8612861001286100

Revenue
(US＄billion)

Volume
(MTC/year)

Revenue
(US＄billion)

Volume
(MTC/year)

Price
(US＄/TC)

CDM salesEIT sales

Source: F. Jotzo & O. Tanujaya “Hot Air v.s.CDM” July 2001, Pelangi, Indonesia
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ＣＥＲ価格の見通し
カーボンクレジットは第二約束期間にバンキング可能であり、ロシ
アは第二約束期間の動向を踏まえて売却の戦略を構築
東欧はhot airの総量が必ずしも多くないとの試算もあることに加え、
事実上の第二ＥＵ。従ってカギを握るのはロシア、ウクライナ
第二約束期間の交渉はＫＰによれば2005年末までに開始するこ
とが必要。但し米は非締約国。どの枠組みで交渉するのか(ＦＣＣ
Ｃ?)
2004年秋 米大統領選 → 新大統領の下での交渉
ヨーロッパの右傾化(但し独､ｽｳｪｰﾃﾞﾝの選挙をどう評価するのか）
第一約束期間と異なり打ち出の小槌なし
いずれにせよ2005年まではロシアのhot airの存在のためＣＥＲ価
格は低位安定か
その後は米国の政策動向に大きく左右されよう。
環境重視であればロシアは第二約束期間へのバンキングを指向
し、CDMにとっては追い風。それ以外であればＣＥＲ価格は低位
安定か
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ＣＤＭ・ＪＩに係るリスクとその対策

１．京都議定書枠組みリスク
①ホスト国や投資国政府に起因するリスク

ホスト国へのキャパシティビル
ディング支援

ホスト国における承認制度未整
備などによる手続きの遅れ

貿易保険の付保対象化

ＭＯＵの締結

クレジット移転契約の不確実性

当該国政府への働きかけ京都議定書への不参加

ホスト国へのキャパシティビル
ディング支援

京都メカニズム参加資格の未整
備･喪失

対策リスク

27

②制度設計の未完了･運用ノウハウの蓄積が不十分なために

発生するリスク

ＮＧＯ等とのコミュニケーションの
改善

パブリックコメントの取り扱いに
関するリスク

ＣＤＭ理事会等を通じた交渉へ
の積極的関与

我が国認証機関の育成

ベースライン設計、モニタリング
などに関するリスク

対策リスク

③周辺ｿﾌﾄｲﾝﾌﾗ未整備から発生するリスク

我が国認証機関の育成認証機関の希少性によるﾌｨｰの
高騰化

対策リスク
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国による買取制度の創設④第二約束期間のスキーム
が不透明なことに寄るリスク

対策リスク

２．市場リスク

クレジットが取引されるマーケット
設計の不確実性から発生するリ
スク

国による買取制度の創設

デリバティブ市場の整備

クレジットの将来価値の不確実
性から発生するリスク

対策リスク

29

３.国内制度リスク

国による買取制度の創設第二ステップ以降の国内制度の
不確実性から発生するリスク

対策リスク

実施済み

（貿易保険の付保対象化のみ
検討開始）

（出典）ﾘｽｸについては経産省資料をもとに作成
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追加性問題
ＫＰ第１２条第５項（C）は “Reductions in  emissions that 
are additional to any that would occur in the absence of 
the certified project activity” と定めており、MA（Decision 
17/CP.7）では “A CDM project activity is additional if 
anthropogenic emissions of greenhouse gases by 
sources are reduced below those that would have 
occurred in the absence of the registered CDM project 
activity” となっている。
この解釈をめぐる問題

① 環境的追加性 (Environmental additionality)
② 投資的追加性 (Investment additionality)
③ 財政的追加性 (Financial additionality)

①の必要性については異論はないが、他の二者については
見解が別れている。

31

投資的追加性

商業的に採算性のある（commercially viable）プロジェクトを
ＣＤＭとして認めるべきか否か
プロジェクト設計書A.4.4には “including why the emission 
reductions would not occur in the absence of the 
proposed project activity” と定められており、原案に比べれ
ば弱くはなっているものの投資的追加性を必要とすると解釈
し得る余地存在
ベースラインの選定については、以下の中から最も適切なも
のを選択することになっている。
①これまでの実績排出量のうちで適切なもの
②経済的に最適な技術を用いた場合の排出量

③過去5年間において実施された類似のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄであってその活動が
同一の分野において上位20%に入っているものにおける平均排出量

特に②については多様な解釈の余地あり
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ＣＤＭとＯＤＡ

ﾏﾗｹｼｭｱｺｰﾄﾞによれば “Public funding is not to 
result in the diversion of ODA.” とされ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞ
ｻﾞｲﾝﾄﾞｷｭﾒﾝﾄにこれに関する情報及び投資国政府
から交付されたODAの流用でないことの確認書を
含めることが要求されている。
ＯＤＡの使用そのものは否定されていないが、the 
diversion of ODA（ＯＤＡの流用）の解釈は今後の
問題。
一般的なキャパシティビルディングにＯＤＡが使用さ
れる事について異論はないが、具体的なＣＤＭプロ
ジェクトのキャパシティビルディングについての使用
可否については様々な見解が存在。

33

ＣＤＭ・ＪＩ活用に向けた国の支援

ＣＤＭ･ＪＩ事業の政府承認体制の整備
京都ﾒｶﾆｽﾞﾑ活用連絡会を設置し、承認手続きの
整備促進。

国別登録簿の体制整備
経済産業省及び環境省が共同で整備を進め、
運営管理を行う。

ＮＥＤＯ等による継続的なﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発掘支援

各種ファイナンススキームの充実

相談窓口支援の充実
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事業承認手続き（案）

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

実

施

者

地球温暖化対策推進本部

幹事会

京都メカニズム活用連絡会

内閣官房
環境省
経済産業省
外務省
農林水産省
国土交通省

（全省庁･局長級）

（プロジェクト支援担当省庁･課室長級）

申請

承認

35

オランダの気候変動政策
削減目標は９０年比６％減
このため２０１０年において４０/５０MＴCO２を
削減する必要

目標の50％を国内対策で、50％を国外対策で達成
する方針

ＪＩ ET ＣＤＭ
①国際投資機関
②ＣＥＲＵＰＴ

経済省①ＥＲＵＰＴ 環境省 ③民間投資機関
②ＰＣＦ ④G-Gベース
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ＥＲＵＰＴ ＆ ＣＥＲＵＰＴ

ＥＲＵＰＴ（ＪＩプロジェクト国際入札制度）
Emission Reduction Unit  Procurement Tender

ＣＥＲＵＰＴ（ＣＤＭﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ国際入札制度）
Certified Emission Reduction Unit Procurement 
Tender

一般財源（nonｰＯＤＡ）
ＭＯＵ with host countries
ブルガリア、クロアチア、ルーマニア、スロバキア、パナマ

37

購入価格 ３～５ＥＵＲ／ＴＣＯ２
ＣＥＲＵＰＴについては再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについ
てのみ上限５．５ＥＵＲ／ＴＣＯ２
ＥＲＵＰＴについては２０００年に第１回入札を実施。その
際の価格は７～８ＥＵＲ／ＴCO2と現在よりも高価。
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの最低規模 ＥＲＵＰＴ 500,000TCO2

ＣＥＲＵＰＴ 100,000TCO2
ＥＲＵＰＴⅠ ４契約 ３００万CO2ﾄﾝ 3ヶ国

7～8EUR/CO2t
ＥＲＵＰＴⅡ ６ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ５００万CO2ﾄﾝ 5ヶ国

4.8EUR/CO2t
ＣＥＲＵＰＴ Ⅰ ２６ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ３２００万CO２ﾄﾝ 13ヶ国

4.7EUR/CO2t
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米国の地球温暖化政策

米国政府新気候変動戦略（２００２.２.１４）
◎ 経済成長の重視

◎ GDP単位当たりの温室効果ガス排出量を１０年
間で１８％削減。総量は12%増加が見込まれる。

◎ 排出削減登録制度の改善

◎ 科学研究、技術開発予算の増額

◎ ２０１２年にレビューと必要な場合の追加対策

◎ 京都議定書からの離脱

39

最近の米国内の気候変動問題を巡る動き

（１）共和党、民主党を問わず議会の関心は高まりつつある
◎ 会期ごとの法案数は増加
７（１０５議会）→２５（１０６議会）→５０以上（１０７議会）

◎ 有力議員がcap and trade法案の提出を表明
（２）州ﾚﾍﾞﾙでもさまざまな動きあり。27州が温暖化ガス削減計
画を策定又は策定中
◎ ﾆｭｰｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ諸州とｶﾅﾀﾞ東部諸州が共同で気候変動
行動計画を策定
2010年までに1990年ﾚﾍﾞﾙ／
2020年までに1990ﾚﾍﾞﾙの10%減

◎ ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ州は2005年までに1990年レベルの
3.5%減の目標を設定

◎ ﾃﾞｰﾋﾞｽｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州知事が自動車に関する二酸化炭素

排出規制法案に署名
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（３）産業界においても様々な取組がなされている

◎ 自主削減目標設定

◎ 新エネルギー導入、省エネルギー推進

◎ 廃棄物処理

◎ 炭素固定

詳しくは www.pewclimate.org 参照

41

地球温暖化防止国際取組スケジュール

米大統領
選挙

米中間
選挙

第3条第2
項による
｢明らかな
進捗｣に関
する報告
の提出期
限

（2006年
1月1日）

第3条第9
項による
第二約束
期間の交
渉開始
(2005年
末まで）

COP/MO
Pにおけ
る第9条
第2項に
よる

見直し

(COP/
MOP2？)

←第二約束期間？← 第 一 約 束 期 間 →COP10COP9
↓

COP/
MOP1?

COP8
(10.23
~11.1）

20152014201320122011201020092008200720062005200420032002
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気候変動枠組条約第３条第１項

The Parties should protect the climate 
system for the benefit of present and 
future generations of humankind, on 
the basis of equity and in accordance 
with their common but differentiated 
responsibilities and respective 
capabilities. Accordingly, the 
developed country Parties should take 
the lead in combating climate change 
and the adverse effects thereof.

43

世界のCO2排出量の見通し
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結 論

企業にとっては何のためにＣＤＭ、ＪＩを利用するのかを明確
にした上で、第二約束期間のスキームの不明確さ等に起因す
る多くのリスクが存在することを十分に認識し、戦略を構築す
べき。

◎自らの削減目標達成のため

◎ビジネスとして
• 自らのリスクでプロジェクトを実施し、CER,ERUを獲得
• プロジェクトに参加（コンサルタント、技術、機器の提供、ファイナンス
供与）

最大のリスクは第二ステップ以降の追加施策が不明、ひいて
は第二約束期間以降のスキームが決まっていないことに起因
しており、国としてはこのリスクを軽減するために早期にODA
に基づかない日本版CERPUT,ERUPT,世銀,アジア開銀を通
じたファンドの創設等の買い上げ制度を導入すべき。また、プ
ロジェクト推進や能力育成支援を通じ、排出量の供給国（特に
ロシア）との関係を強化することが重要。

45

途上国への技術移転及び革新技術の開発はno-regret-
policyとして有効であり、推進すべきであり、このプロセスに
も多くのビジネスチャンスが存在。また、 CERPUT＆
ERUPTは国際入札制度であり、我が国企業も積極的に参
加して経験を蓄積することが望まれる。

地球温暖化対策は文字通り全球的取組が必要な課題であり、
第二約束期間においては米国及び途上国の参加が必要。こ
のため京都議定書にとらわれることなく気候変動枠組条約
のcommon but differentiated responsibilities and 
respective capabilities に則ったスキームを第二約束期間
で実現することが重要。
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10USD/CO2ﾄﾝ × 2000万CO2ﾄﾝ
= 2億USD ≒ 240億円

10USD/CO2ﾄﾝ ×1億7500万CO2ﾄﾝ
= 10.75億USD ≒ 1,290億円


